
6-4-3 民間の取組
木材の合法性確保には、林産物取扱企業の調達行動が重要な役割を果たす。表 6.6 に掲

げたように、フィンランドには数多くの林業・素材生産業者及び林産物製造業者が存在す
る。その一方で、フィンランドを代表する大手林産物企業の林産物販売額は、フィンラン
ドの輸出用を含む林産物販売額の 75％以上を占めるといわれている。さらに、中小零細
企業の多くが直接的間接的に大手林産物企業との取引がある。このため本項では、代表的
事例として 6-3-4 項で報告したフィンランドを代表する三つの大手林産物企業の取組を、
各社が公表している年次報告書並びに資材調達基準、行動規範及びサプライヤー行動規範
の記載内容をもとに報告する。 

大手林産物企業は、国内外のサプライチェーン管理を原料その他の資材を供給する全
てのサプライヤー及びサブサプライヤーに自社が設定した行動規範の遵守を義務化したり
要請したりして強化している。 

（１）企業活動の標準化と認証取得
フィンランドの林産業は、ISO と森林認証の導入及び運用を他国の林産企業に先駆け

て行ってきた。フィンランドの林産業の輸出依存度は高いが、主原料とする国内及び周辺
国の原料は競合する外国の主要林産物産地と比較しても径級が小さい亜寒帯産丸太である
ため、原料面からいえばフィンランドの林産業が置かれている条件は良くない。しかし、
フィンランドの林産業は、この不利な条件を高い生産性と加工精度及び製品に付随するサ
ービスで克服して世界屈指の林産物生産国の地位を確保している。主要林産物である製材
品を例にすれば、小径の原木からは販売単価が高いクリアー等級（無節等級）の製材品を
多く生産できないため、「並材」の生産性向上を追給するとともに、製品出荷地の規格に
対応した加工を正確な製品精度の実現により行い、製品エラーの状況把握とエラー解消も
目的とした納品先での定期的検品を含むきめ細かい顧客サービスを市場拡大のツールとし
てきた。さらに、フィンランドの林産企業は、製材部門、紙パルプ部門及び豊富な水力を
利用して自社工場及び周辺地域に電力を供給する発電部門並びに最近ではバイオ関連部門
によりコンビナートを形成して、強い国際競争力を維持している。

136 フィンランド林産業協会における会合でのコメント。 
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多くの種類の林産物を輸出国の規格に合わせて高い生産性を備えた製造ラインで生産

するために、フィンランドの林産業は品質マネジメントシステム（ISO 9001）を導入して
企業活動の標準化を行う必要があった。さらにフィンランドの林産業は、1990 年代後半
から顕著な高まりをみせた環境問題に対応するために、そして自社の環境対応をアピール
して顧客を獲得または維持するために、森林認証の取得及び環境マネジメントシステム
（ISO 14001）を導入した。 

 
大手林産物企業三社は、ISO 9001、ISO 14001 及び ISO 50001（エネルギー管理マネジメ

ントシステム）、FSC 及び PEFC の森林管理認証または CoC 認証並びに OHSAS 18001（労
働安全衛生マネジメントシステム）の認証を取得している。 

 
（２）行動規範並びに資材調達基準及びサプライヤー行動規範 
欧米の企業活動に係る規程は、決定した方針を受けて策定した行動規範（Code of 

Conducts）を最上位の規程とし、行動規範のフレームの中で各種規程を制定するのが一般
的である。企業の購買活動に係る代表的な規程は、資材調達基準である。資材調達基準も
行動規範に基づき作成され、その内容には調達する資材の仕様や要件の他、調達先の企業
選定に係る規定が含まれる場合がある。 

 
フィンランドでは、木材の合法性確保を行う上で焦点となる木材の調達に係る具体的

な規定は、資材調達基準の下位規定であるサプライヤー行動規範に含まれているのが一般
的である。 

 
なお、これらの企業内の規程は、ISO9001 または ISO14001 を取得している企業であ

れば、これらによる企業活動の標準化及び運用を念頭に作成されている。 
 
➀ 行動規範 

ISO 9001 及び ISO 14000 並びに森林認証を既に取得している大手林産物企業の行動規
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範の内容には、ISO の規格に適合する要件及び手順並びに森林認証スキームが要件とする
持続可能性の確保とともに、現在では各社とも国連の持続開発目標（SDGs）の達成目標
を組み込んでいる。 

 
次表は、2019 年 11 月時点での大手林産物企業の行動規範の構成である。大手林産物

企業の行動規範の項目は、各社が設定しそれを企業色としている「方針」に係る記載を除
けば、文字上の表現及び項目の構成に違いはあるものの、行動規範として組み込んでいる
基本的な事項はほぼ同じである。各社の行動規範に共通する基本的な事項は、法令遵守、
公正取引、人権及び労働権の尊重、ハラスメント及び差別の禁止、環境保護、労働安全衛
生、意思決定、取引先管理、贈収賄禁止並びに利益相反の回避である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
② 資材調達基準及びサプライヤー行動規範 
大手林産物企業の資材調達基準は、企業が調達する木材を含む物品全般に適用する目

的で作成されている。大手林産物の資材調達基準には、受発注、売買取引解約、製品保証
その他の一般的な取引契約に係る基準が定められている。 

 
資材調達基準の詳細な規定は、サプライヤー行動規範で定めている。デューデリジェ

ンス及びサプライチェーン管理を含む調達物品の合法性確保に係る事項も同規範に盛り込
まれている。 
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（３）サプライヤーの選定とサプライチェーン管理 
サプライチェーンの管理は、木材の合法性を大前提とする企業の「信頼の生命線」と

もいえる業務である。木材の調達は、自社で独自に行う方法と契約ベースのサプライヤー
を介して行う方法がある。フィンランドの生産林は、39 万 5,641 か所の個人有林及び
4,483 か所の会社有林が主体となっているため 137、素材生産業をはじめとするサプライ
ヤーからの木材調達は重要な位置を占めている。さらに、ロシアをはじめとする外国から
木材を供給するサプライヤーも相当数存在し、大手林産物企業に原料を供給している。 

 
大手林産企業がサプライチェーン管理において重視しているのは、自社の行動規範及

び資材調達基準に適合するまたは適合できるサプライヤーをいかに獲得するかという点で
ある。 
 
① サプライチェーンへのサプライヤー行動規範の適用 
【大手林産物企業が求めるサプライヤーの要件】 
大手林産物企業は、サプライヤー行動規範において自社に適合するサプライヤーの要

件を規定している。大手林産物企業はサプライヤーに自社のサプライヤー行動規範の遵守
を要求し、次のような個人または会社をサプライヤーとして承認している。 
 サプライヤー行動規範の実施を承認した者。 
 自社の行動規範や資材調達基準に大手林産物企業のサプライヤー行動規範を組み入

れる者。 
 大手林産物企業の行動規範、資材調達基準及びサプライヤー行動規範と同等もしく

はこれらを上回る水準の基準を備えている者。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

137 表 6.4 参照。 
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例えば A 社の行動規範では、取引先の選定は慎重に行い、代理店、中間業者、サプラ

イヤー及び取引先による同社の『サプライヤー及び第三者規範』の遵守を定めている。 
B 社は、サプライヤーを登録制で管理し、同社のサプライヤーとなるためには、初めに 
 
事前資格審査プロセスとしてサプライヤー管理システムへの登録、労働安全に係る

「安全トレール」のオンラインコースの完了（２年間有効）及びサプライヤー行動規範の
承認を証するサプライヤー行動規範宣言書への署名が求められる。同社はこれらの手続き
が完了すると、サプライヤー申請者が責任ある調達要件を満たすか審査を行う。 

 
C 社は、サプライヤー行動規範で「サプライヤーにはサプライヤー行動規範に記述され

ている要件を満たすことが求められている」と定めている。 
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【サプライヤー行動規範のサブサプライヤーへの適用】 
大手林産物企業はサプライヤー行動規範の遵守を、サプライヤーを通じてサブサプラ

イヤーにも求め、自社のサプライチェーン上の全ての調達活動がサプライヤー行動規範に
基づいて行われるように努めている。 

 
例えば、Ａ社では、サプライヤーが同社と事前に取り交わす文書による同意が行われ

る前にサプライヤーがサブサプライヤーを使う権利を無効とする定めを設け 138、サブサ
プライヤーを使用するときは、サプライヤー行動規範の要件をサプライヤーのサプライチ
ェーン全体に適用する努力義務を課している。 

 
Ｂ社では、サプライヤーにサブサプライヤーのモニタリング及びサプライチェーンに

係る全ての利害関係者がサプライヤー行動規範に対してどのように効果的、かつ、責任を
持って協力できるかを確実に把握する義務を課している。 

 
C 社の場合は、サプライヤーにサブサプライヤーがサプライヤー行動規範またはこれ

と同等のサプライヤー独自の行動規範の要件を認識し尊重しているかを確認する義務を課
している。 
  

138 A 社がサプライヤーと資材調達を行う契約を締結する前に A 社の資材を供給するサプライヤーとサブサプライ
ヤー間で締結された資材売買に係る契約を無効にする権利を A 社が持つという規定。 
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② リスクへの対応 
大手林産物企業は、資材調達をするときのデューデリジェンスの実施をサプライチェ

ーン上のサプライヤー及びサブサプライヤーに要請したり義務づけたりしている。 
 
A 社では、サプライヤー行動規範において、ビジネスパートナーを把握し、慎重なビ

ジネスパートナーの選択により違法な事業活動に関与するリスクまたは同行動規範の要件
に違反するリスクを特定し緩和する義務をサプライヤーに課している。同社の行動規範
は、サプライヤーによるサブサプライヤーのモニタリングの実施を定めている。 

 
B 社は、サプライヤーに人権及び労働権、労働安全衛生、企業責任並びに環境影響に

係るリスクの評価、軽減及び管理に向けた体系的アプローチの構築を要求している。さら
に同社は、サプライヤーにサプライヤーが実施したモニタリングにより環境的社会的に責
任あるソースからの物品であると明らかになった物品の提供を要求し、直接的間接的に問
題が生じる物品は受け入れられないとしている。しかし、直接的間接的に問題が生じる物
品に同社が係わるときは、サプライヤーがサプライチェーンのデューデリジェンスを行
い、状況に応じてデューデリジェンスのリスク低減措置を適用するよう求めている。B 社
もサプライヤーに、取引先のモニタリングの実施を求めている。 

 
③ 環境影響への対応 
大手林産物企業は、森林認証材の調達を原則としており、森林認証材の取扱いによっ

てリスクを低減するとともに森林認証のスキームも利用してサプライチェーンの管理を
行っている。木質調達資材に占める森林認証材の割合は、2018 年の実績で A 社が
81％、B 社は 96％、C 社は 88％に達している。そして、これら三社とも、認証材以外
の取扱木材は FSC 認証のコントロールウッド材または PEFC 認証のコントロールドソ
ース材である。このため、森林認証の取得は、サプライヤーの要件の一つになってい
る。 

 
さらに、大手林産物企業は目標として企業活動による環境影響を最小限に抑制する規

定を設け、サプライヤーに ISO 14001 に準拠した環境管理システムまたは同様の慣行の
実践を要求したり、ISO 14000 の取得を推奨したりしている。A 社では、サプライヤー
による ISO 14001 の導入は、サプライヤーが大手林産物企業のサプライヤー行動規範を
実践する上で有効であると考えている。 
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